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マックス・ヴェーバーは法実証主義者であるのか?

一一『法社会学Jにおける自由法論，歴史法学， 自然法思想に対する姿勢一一

太 }II買

京都大学大学説 人関・環境学研究科 共生文明学専攻

干 606-8501 京都市左京毘吉田二本松町

要旨 本論文の日的は，従来の研究で主張されていたようにヴェーバーが法実証主義者であるかど

うかを究明することにある.この目的のために，ヴェーパーの自由法論，歴史法学，自然法思想に

対する姿勢およびそのような姿勢をとった理由を考察することによって，彼の法実証主義に対する

姿勢をより一層明確にする.具体的に，まず、ヴェーパーが法実証主義者であるとされる背景を検討

する.つぎに，フランツ・ヴィアッカーの法実証王義についての論説に基づき，上記の三つの要素

についてそれぞれ議論する.結論としては，ヴ、ェーバーが自然法思想を完全には拒否していないこ

とから，彼が法実証主義者であるという説は見直す必要があると蓄える

はじめに

マックス・ヴェーバーの研究においては，彼が

のか，それとも近代批判者なのかと

いうテーマについて絶えず議論されてきた.戦後

呂本を「魔術の国jと見なして「脱魔術化jを提

唱した大塚久雄の議論が近代主義的ヴェーバー

像の典型である.このような議論の中で f近代j

は西欧リベラリズムを含意しており，また西欧

型自然法思想、に対する肯定的評価を含んでいた

たとえばヨハネス・ヴインケルマン (Johannes

Winc1ζelmann) は，ヴェーバーの形式合理的な法

秩序の中には自然法的な人権要素が含まれている

ということを立証することによって，ヴェーパー

を「民主主義の父祖」として位置づけようとし

た1) しかしこれに対してヴェーパーを近代批

判的な全体主義者として批判するヴォルフガン

グ・モムゼン (WolfgangJ. Mommsen) の議論は

ヴェーパーという聖マックス像を根底

ことになった.いわゆる「モムゼン・

ショックJによって，ヴェーバーの政治思想にお

いては自然法が国家権力と法秩序の正当化を根拠

づける力を失ったとされ，これをもってヴェー

パーの思想は最終的にナチズムの台頭に道を開い

たとされる2)

しかしヴェーパーが自然法思想、を拒否してい

たかどうかという問題についてはいまだ決着がつ

いていない.たとえば佐野誠はヴェーパーと

シュミットのユダヤ人観を比較考察することに

よって，ヴェーバーを「良心の自由jに自をむけ

るリベラリストとして位置づけようとする3) 一

方で，レオ・シュトラウス (LeoStrauss) は，

f価値自由」へのヴェーパーの要請を超経験的な

価値(自然法)に対する無関心として解釈するこ

とによって，ヴェーバーを「正や善に関する

の原理」に懐疑をもっ法実証主義者として批判し

ている4) 通例，自然法思想の対極にあるとされ

るのは「法実証主義jである.だが，シュトラウ

スがヴェーバーを法実証主義者として批判する際

用いる自然法思想、がヴ、ェーパーの言う白然法思想、

と一致しているかどうかは疑問の余地がある

本論文の目標は，ヴェーパーが近代主義者なの

か，それとも近代批判者なのか，あるいはどちら

とも言えないなのかという間いを念頭に置きなが

ら，彼の自由法論，歴史法学，自然法思想に対す

る姿勢およびその姿勢を取る理由を明らかにする
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ことによって，ヴェーバーは自然法思想を肯定的

に評価したのか，それとも自然法思想の対極にあ

太)iI買

フランツ・ヴィアッカーによれば，一口に法

主 義 と 言 っ て も ① 学 問 的 実 証 主 義 (der

るとされる のか，あるいは両方に wissenschaftliche Positivismus) ないし概念法

対して距離をとっていたのかということを究明す

ることである

この問題を解決するために，まず自然法思想の

対極に位置づけられる が近代ドイ

ツの法学ないし法思想史においてどのよう

をもっていたのかということを，フランツ・ヴイ

アッカー (FranzWieacker) の所説に基づいて確

認する.そのうえで，ヴェーパーが法実証主義の

一つである自由法論に如何なる姿勢を取ったかを

考察する そのあと，法実証主義が歴史法学から

法学の体系的方法を継承したという点から，

ヴェーバーの歴史法学に対する姿勢を検討する

最後に，ヴェーパーが着目した自然法思想、は如何

なる自然法思想、であったかを考察する

冷戦構造の解体とともに噴出した文化-宗教の

リバイパル，それにともなって特に 9.11 以持は

「近代の複数性」が議論され，西洋近代という

遍的なものに対してそれを相対化しようとする

みが現れた.近代化論のパラダイムのもとで受容

されたヴェーパー論も他の視点から見直すことが

できないであろうか.いや，まさにいまヴェー

ノ¥-論は「近代化論jあるいは「合理主義Jとい

う枠組みから脱出することが求められている5)

本論文の意義は，ヴェーパーを近代の理論家とし

てではなく，内在的緊張関係に注目する政治理論

家として読み直すことに糸口を与えることである

さらに言えば，ヴェーバーの普遍的なものに対し

てそれを相対化しようとする試みから，比較社会

学の可能性を探ることである

1.フランツ・ヴイアッカーによる

法実証主義の分類

ヴェーバーは I法社会学Jにおいて，

のみが法であり，すべての実定法が法である」と

する「法実証主義 (Rechtspositivismus)Jは「法

の概念的無欠扶性」と「法の体系的完結性」を求

めると言う 6) しかしこの「法実証主義jは鹿

史的にどのような存在であったのであろうか

(以下「概念法 と略す)，②法

(Gesetzespositivismus) ， 

し自由法論(以下「自

ある7)

ない

の三つが

概念法学は，論理的判断の操作によってすべ

ての法的ケースを「正しく (richtig)J I正当に

(gerecht) J裁決できるとする.この論理的判断は

学問的命題の中に含まれ，かつ学問的概念の内に

も含まれている.法概念は論理的な諸現実であり，

時間的制約を受けない.それゆえ，概念法学は体

系的完結牲を要求する

と同様に法の体系的

完結性を求める.だが，その法は国家的法律命令

によって創造されるとする.このことは学開的

法文化よりも民族意志が重視されることを

とに対して免疫力がない

しかし概念法学と

っても内閣

なることを避けら

倫理的に無責任な政

自然法思

想、とはもちろん，前学問的諮文化を重視する

法学や自由法論とも対立する9) 睦史法学は法を

{云統，慣習，慣例などから導出するため，

のみによって裁決する概念法学に反対する そし

て， 自由法論は法の概念的無欠訣性と体系的完結

性という前提を否定することから出発して，法が

個人または社会の経済的・社会的その他の生活利

益を充足させることを期待するため，論理的操作

から社会的な正当性判断を導出することに反対す

る

るに，裁判官の法創造の禁止と機械的な論

理操作によって特徴づけられる概念法学は，法を

控史的人間的行動として理解する歴史法学とも，

法の形式的完結性を否定し裁判官の法創造を認

める自由法論とも対立するということである

ヴィアッカーの法実証主義についての説明

づけば，ヴェ

も，具体的に如何なる意味において
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者であるかを明らかにしなければならない.この

ことを検討するために，ま

である自由法論に対するヴェーバーの姿勢を

する

2. ヴェーバーの自由法論に対する姿勢

2-1. 自由法論とは

形式的であることを旨とする概念法学は， I法

の自己完結性Jを求めるため，絶えず論理的・体

系的に法命題の完結性を追求する. しかし純粋

に専門法学的な論理と社会的諸階級の間で求めら

との聞には常に矛盾が生ずる

を求める法的理論または法を倫理

的生活のために手段として把握しようとする

向の一つが自由法論である.自由法論の主張は以

下のようにまとめられる 10)

に， 自由法論は論理的・体系的方法で法概

念および法命題を擬制する概念法学の「法の自己

を否定する.すなわち， I法の欠訣」

を前提に経験的諸規範を擬制することを要求する

に， 自由法論は国家制定法のみを法源とす

る法律実証主義に反対する.そして，法規範にお

いて体系的不備がある時，法的概念を論理的

推・拡張・擬制することによって体系化していく

概念法学にも反対する.すなわち，法の形式的欠

訣性を前提に法の不備を制定法ならざる法11)に

よって補充することを自由法論は主張する

自由法論は概念法学の立場を取った裁判

官は単なる「自動包摂機械 (Subsumptionsautomat)J， 

ヴェーバーの言葉を借りれば上から事実と費

用とを投げ込めば 下から判決と判決理由とを吐

き出すような「法自動販売機 (Rechtsautomat)J 

[WGR: 627/516Jであると批判する 言い換え

れば， 自由法論は裁判官が個々の裁判を判決する

ことだけでなく，法発見・法創造も認めるという

ことである

に，自由法論は社会学的法学を推進する

純粋法学を推進する概念法学と違って，法命題の

諸規範を対象とする.

自由法論の代表者と言えば，エルンスト・

フックス (EmstFuchs 1859-1929)，オイゲン・

エールリッヒ (EugenEhrlich 1862-1922)，ヘルマ

ン・カントロヴイツツ(日創立lannKantorowicz 

1877-1940)が挙げられる.しかしそれぞれの

立場は微妙に異なる.ブックスにとって「自然科

とその社会への適用である社会学」は唯一の科

学であり， I社会学的法学jを f法律学的自然科

として把握し へ辿り着

く12) それに対して，エールリッヒは法の教義

と社会学的考察を匹別し， I法学的方法

一元論」を試みる.だが，最終的に彼の「生ける

法」理論は形式法に優位する

ントロヴイッツはエールリッヒと

方法二元論Jを試みるが， I形式法は自

先するjという命題を堅持する. しかし

の欠訣を補完するに当たって， 自由法を裁判

入すべきだとする 14) つまり，裁判官の恐意的・

専断的判決を認めるのである.

るに， 自由法論は「法の体系的欠訣」を前

提に，制定法のみならず，慣習法といつ

も法の体系に入れるべきであり，場合によっては

裁判官が価値判断を加えて判決することも認める

さて， ヴェーノTーはこのような自由法百合に如何

なる態度を取ったのであろうか.この点について

先行研究を参照にしながら検討してみよう

2-2. ヴェーバーの自由法5命批半日

「ヴェーバーと自由法論jというテーマは，す

でに多くの議論がなされている 15) その契機と

なったのは，ヴェーパ一生誕百年を記念する『社

-社会心理学ケルン雑誌J別冊特集「マック

ス・ヴェーパー記念号J(1963年)に掲載された

マンフレート・レーピンダー (Man合edRebinder) 

の「マックス・ヴェーパーの法社会学jという

言金文である. レーピンダーによれば， ヴェーパー

は自由法運動を概念法学に対する「反発

(Ruckschlag) Jであるとするため，概念法学は

ヴェーパーにとって理念型ではなく，理想法であ

ると主張する.村上淳ーもこの主張に向調してい

る.地方，丸山英治と世良晃志郎はレーピンダー

と村上の説を批判し 概念法学はヴェーパーに

とって理想法ではないことを主張する.そして西

村稔と佐野誠は，ヴェーバーにとって概念法学は
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理想、法ではないが，ヴェーバーは法学方法上概念

法学の方法論を肯定したとする.そして自由法論

に対しては実践的帰結に疑念を抱いており，むし

ろ「形式Jの方に実践的意義を認めたと言う 16)

上述した議論の中で，ヴェーパーが自由法論を

概念法学に対する「反発」と見なしたと議論する

時，常に「この運動[自由法運動]は要するに，

f専門家jと合理主義一一究極的には，もちろん
、，
、ーー

との支配に対する特徴的な反発の一つであるJ

[WGR: 638/533J という箇所が参照される

門家」は十九世紀の法曹身分を指す.そして合理

主義は概念法学の法学的方法を指す. r法の体系

的完結性jを求める概念法学は論理的に法命題の

諸規範を規制し形式的なドグマーティクを構成

するため法的合理主義である. また， この合理主

自由法論白体の父である. 自由法論は，すで

したように， r法自動販売機」のような地

位に甘んずる法実務家は低級なものと見なし

純な解釈が適用されることは単なる見せかけにす

ぎず，判決は形式的な規範にしたがってするので

はなく，具体的な価値考患にしたがってするべき

であるとする [WGR:627/516]. それゆえ，概

念法学の「法の概念的無欠訣性」から f解放」さ

れるという意味で 自由法論は概念法学から

したと言える

ヴェーバーは自由法論の「反発」の動機づけを

以下のように述べる

普通法学において発展してきた純粋に論理的

太順

は法技術がますます合理化されるゆえに， r純粋

に論理的な法体系から離脱」しようと「非合理的

なものjへの「逃避」を試みたということである

自由法論の「非合理性jはtJ、下のように説明でき

る

に，法学方法論についてである.ヴェー

バーは法学的考察方法と社会学的考察方法を厳密

に区別する.法学的考察方法は法の「規範的な当

が問題であり，社会学的考察方法は法

の「経験的妥当Jが問題である すなわち，法が

論理的に如何なる「規範的意味」をもつかは法学

的考察方法であり，いかなる「経験的影響jを及

ぼすかは社会的考察方法である.ヴェーパーはこ

の二つの考察方法を厳密に区別することによって，

法社会学と法教義学を完全に分けて思考する.そ

れゆえ，法社会学の法教義学に対する

については否定的である.この意味で，ヴェー

パーはエールリッヒによる「生ける法」の法教義

学に対する応用を批判している

に，ヴ、ェーパーは「形式法は白由法に優先

する」という命題に対しては肯定的である.だが，

「法の欠快jを補充する際の自由法といった超実

定法の裁判への導入に対しては否定的であり，裁

判官の恋意的・専断的法発見・法創造を決して認

めなかった.なぜなら， r現行法に対して，真に

に「創造的」な態度すなわち新たな法を

作るという態度を取ってきたのは，預言者たちだ

けJ[WRS: 642/531Jであり，また， r法典化さ

れた法をもっ諸国の官僚制的な裁判官が，彼らに

「創造者」の冠が押し付けられるということだけ

な法体系から離脱しようとするすべての試み で， になりうるかどうかは確かではな

は，その非合理的な変種にいたるまで，いや

まさに非合理的な変種こそ，例によって法思

考の学問的合理化・無前提的自己省察が自分

自身を反転させてしまったことの帰結である

なぜならば，その試みはそれ自体合理主義的

性格を持たないとしても，法技術がますます

合理化されてき として，非合理的なる

ものへの逃避という形式が取られたものだか

らである. [WGR: 6311521J 

ここで「普通法学」は概念法学を指す. 自

ぃJ[WRS: 642/532Jからである.ヴェーバーは，

裁判官の代表する利益に疑いを持っている.それ

ゆえ，ヴェーパーは「形式は恐意の敵であり，自

由の双生児である jl7) と述べて，裁判官の

を認めるカントロヴイツツを批判した

に， r自由法論」は非特権階級の利益を保

しない. もっと具体的に言えば，当時「消極的

に特徴づけられている諸階級 とりわけ労働者階

級が非形式的な裁判から 自分たちの利益のため

に，法曹イデオロギーが想定しているような結果

を期待しうるかどうかは確実J[WGR: 642/532J 
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ではなく，自

成してこれに

は「ますます利益団体を結 することにとって，彼の歴史法学に対する姿勢を

してきた近代の たち 検討することは極めて重要である

の，勢力意識を高めることによって自分たちの身

分的品位感情を高揚しようとする努力の産物」

[WGR: 6311521Jにしかならないからである

要するに，ヴェーバーは社会学的考察方法と法

学的考察方法を厳密に区別することによって，法

社会学の法教義学に対する実践的応用を試みる自

した. また，法創造については，裁

判官は社会学的基準で法の欠訣を補完するのでは

なく，あくまでも法学的基準で一一それが制定

法であれ，慣習法であれー一解決すべきだとす

る.なぜなら，裁判官の恋意に基づくならば，そ

れ自体非特権階級の利益を保護することを確保で

きないからである

を持つ自由法論に対して「制定法優

位」と見なすヴェーパーは エール 1)ッヒの「生

ける法j優位説に反対しており，恐意を形式の敵

と見なすヴェーパーは，カントロヴイツツの主張

する裁判官の恋意的・専断的裁決にも反対した

したがって，ヴェーバーは法の実践的帰結を超実

定法ではなく，むしろ「形式」の方に求めていた

と言える

ヴェーバーは自由法論を批判した.その理由は

法の合理化が進むことによって， I法の概念的無

欠訣性Jと「法の体系的完結性jから「離脱」し

ようとしたからである.ヴェーパーにとってこの

ことは「非合理的jであった. もちろん，ヴ、ェー

ノてーが法実証主義の一つで、ある自由法論を批判し

たから法実証主義者でないと言うことは無謀に違

いない.ヴ、ェーパーにとって f法の概念的無欠訣

と「法の体系的完結性」は合理的であった

ヴイアッカーの法実証主義説にもどれば，ヴェー

ノtーは概念法学と法律実証主義を擁護したように

見える. しかし以上の考察だけでは不十分であ

ろう

概念法学は歴史法学から法学の体系的方法を継

承したまた，あとで考察するように，歴史法学

は自然法思想との関わりを拒否するにもかかわら

ず，自然法思想、を温存していた.ヴェーバーは

「法の体系的完結性」という法思考を擁護したか，

そして自然法思想を否定したかということを

それでは，ヴェーパーは歴史法学に如何なる姿

勢をとったのであろうか.

3. ヴェーバーの歴史法学に対する姿勢

3-1. 歴史法学

アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティ

ボー (AntonFriedrich Justusτhibaut 1772-1840) 

とフリードリヒ・カール・フォン・サヴイニー

(Friedrich Carl von Savigny 1799-1861)の開で戦

わされた法の統一をめぐる法典編纂論争 (1814)

によって，サヴィニーを代表とする歴史法学派が

形成された18) 膝史法学派は「法は民族精神の

表出であるJというテーゼを揚げ，法の控史性と

民族性を強調した彼らは「実質的素材の単なる

探求」でもなければ， I本来の目的として素材に

密着することjでもない歴史的方法によって，体

系的法律学を樹立しようとした19) しかし歴

史法学派は「法は民族精神の表出であるjという

テーゼのため，外国法=ローマ法の研究と民族精

神論二二ナショナリズムとの対立が生じ， 旧歴史法

学派であるロマニステンと新鹿史法学派であるゲ

ルマニステンに分かれる.だが，両者は法曹法の

ロマニズムなどの論点に関

する対立であって，決して反自然法，

については対立していなかった20) こうした歴

史法学派は三月革命を経て ますます論理的・体

系的法ドグマーティクを強化し， I概念法学」の

全盛期を迎える

ところが，歴史法学の「歴史」パラダイムは自

然法思想、との関わりを拒否するにもかかわらず，

概念的・体系的法規制には自然法の本質的諸要素

が含まれていた21) というのは，サヴイニーが

批判したのは自然法思想の法理論自体ではなく，

そこに苧まれたドイツにおける啓蒙主義的立法者

の実践的合理主義であったからである22) した

がって，控史法学は自然法思想、の本質的・

を， また道徳的自律という形式的倫理をも継

承したのである23)

要するに，鹿史法学は自 を把否するに
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もかかわらず， ところ， 自 を温存

したということである.しかしこのことを

ヴェーバーは認識していたのであろうか.

ヴェーパーは，実定法の論理的「完結性」とい

う公理はすべての超実定法一ーとりわけ自然法

一ーを拒否するあらゆる諸傾向によって， した

がってこの限りでは歴史法学によっても支持さ

れると言う [WGR:612/501J. しかし「慣習

法jの優越性についての歴史法学の理論の根底に

は， I控史的に生成したもの「それ自体のj自然

法 (Naturrechtdes historisch Gewordennen "als soト

chen“) J [WGR: 596/487J という自然法的公理が

存在していたと認めていた.

ヴェーパーは歴史法学が「概念的・体系的完結

性Jを支持する同時に 自然法的諸公理を潜在さ

せていたことを認識していた.それでは，ヴェー

バーはこのような歴史法学に如何なる姿勢を扱っ

たのであろうか.

3-2. ヴェーパーの歴史法学批判

あとで考察する「理性法」は，クリステイア

ン・トマジウス (CristianThomasius 1655-1728)の

とクリステイアン・ヴォルフ (Cristian

Wolff 1679-1754)の合理主義の二つの傾向に分

していく.経験主義は実用的な立法政策の綱領

に役立ち，合理主義は立法における実定法の体系

化を可能にする.特にヴォルフは， I概念法律学」

ないし「構成法律学 (Konstruktionsjurisprudenz)J 

の始祖となり，のちのベルンハルト・ヴィント

シャイト (BernhardWindscheid 1817-1892) の概

念法学に大きな影響を与える.理性法が十九世紀

の法学に残した遺産はこれだけではない.

法の学問的秩序の体系的構想」としての理性法は，

法の概念的・体系的構成に大きな役割を果たした

それは理性法が を中世的な諸典拠か

ら永久的に解放しこれに体系とドグマーティク

の新たな方法とを，すなわち概念的な構成j24)

を付与したからである. したがって，論理的ない

し体系的方法を要求する

立法以前の理論的理性法の公理主義 (Axiomatik)

ないし体系的方法を本質的変更を加えることなし

したj25)

太 JJI~

は自然法と関わることを拒否しつつ

「体系的完結性jを求める.にもかかわらず，自

然法的諸公理を温存したことはすでに考察してき

たとおりである.歴史法学の「歴史的」自然法と

は「立法者は法の規定によって慣習法の妥当領域

を制限することはまったく「できjず， とりわけ

法の制定法改廃力を排除することができな

いJ[WGR: 597/ 487J ということである.しか

し「歴史的」自然法についてヴェーバーは fこ

の系統の自然法的公理jは 「抽象的な諸規範に

基づいた，あるいは抽象的規則を生み出す法思

に対抗するものであると言う [WGR:597/ 

487J. すなわち，この抽象的諸規則は形式合理的

をもつため，法合理主義の自然法的諸公理で

ある.それに対して 腔史法学の f歴史的j自然

法は実質的な諸規範や啓示に依拠するため，非合

理主義的である.以下の箇所からヴェーパーの歴

史法学に対する姿勢を見出せる

半ば歴史的・半ば自然主義的なあらゆる「民

族精神」理論， [一…・〕とりわけ，あらゆる

な直接の「法感情jに基づく， I人為的」

でない法の成長は「有機的Jに行われるもの

であるという理論・…ー〕これら

は，制定法を何か f単なるj実体的なものと

して軽視する前提を含む これらの諸公理の

しては，法合理主義の自然法

的諸公理が正富から対立している.そして，

この後者のみがそもそも形式的な性質を持っ

た諸規範を作り出しうるから，自然法という

にも主としてはこの後者の意味で

のみ用いられる. [WGR: 597/ 487J 

ヴェーパーは，歴史法学の f歴史的」自然法は

「形式的な性質を持った諸規範を作り出」せない

と指捕している.それゆえ，彼は歴史法学を批判

したつまり，歴史法学が「理性法」から f概念

的・体系的構想Jを承継したからではなく，

法学に非合理的自然法の諸要素が含まれているか

らである

以上の考察により ヴェーバーは概念法学と法

「法の体系的完結性」という法思考
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したことが明らかになった.つまり，概念

法学と法律実証主義の方法論は肯定した。しかし

歴史法学の中に温存する非合理的自然法の諸要素

を批判したからと言って ヴェーパーは自然法思

を否定したと言えるであろうか.以下，ヴェー

バーの自然法思想に対する姿勢を考察する.

4. ヴェーバーの自然法思想対する姿勢

自然法の中には，ロゴス (logos) をピュシス

(physis) と結合していると見なす古典的自然法

も含まれれば，すべての人間を包括する

的な法共同体が存在しているとするストア的z キ

リスト教的自然法思想や 近世における独立した

な自然法思想、も含ま

れる26) は本質的

にギリシャの法哲学およ

とポリスの範囲内で自

トア的=キリスト教的自然法思想はポリス

を超えて「人間共同体 (societashumana) の形

成を課題とし人間の正義と神の正義の関係を問

題とする.近世的自然法思想すなわち「理性

は，固有の前社会的諸権利を享受できるのは

権利を保護する使命を国家に委託する場合に限ら

れているとする.

「理性法」は古典的自 とストア的立キ

リスト教的自然法思想と同様に，普遍的かっ超時

間的な妥当性の要求，そしてその証明の形式的合

よび理想主義的人間学の非控史的規範を

規制しようとするが，後者と異なって，個人の諸

権利は理性的な社会契約によって保護されるとし

自己の諸権利に対して社会が成す制限に服従する

ことを要求する.そして，古代の自然法思想、は，

f自然法 (iusna加ral)Jを「市民法 (iuscivile) J 
と区別している.それに対して，ストア的 z キリ

スト的自然法思想、は， I自然法Jと「実定法 (ius

positivum) Jが合わさって f人法 (jushumanum) J 

を成しそれに「神法 (jusdivinum) Jまた「永

久法 (lexaeterna) Jとしての神の法命令が対立し

ている 近世的自然法思想，すなわち理性法は中

世の神学的方法から解放されており， I理性法

(Vernunftrecht) Jと実定法が対立しているとす

る27)

それでは，ヴェーバーの言う「自然法jは，こ

のような自然法思想の中でどの自然法思想に着話

したものであろうか28) 彼は自然法について次

のように述べる

「自然法 (Naturrecht)Jは，あらゆる

から独立的で，実定法に優越して妥当する

規範の総体であり，これらの自然法的諸規範

は，人為的な法定立からその権威を受けられ

るのではなく，逆に 人為的な法定立の拘束

力が，自然法によってはじめて正当化される

のである.換言すれば 自然法的諸規範とい

うのは，正当的な立法者によって生み出され

たということではなく それ自身の内在的な

諸性質によっ 的であるような規範であ

る. [ー・…]したがって，自然法は，革命に

よって作られた諸秩序の特殊な正当性形式で

ある. [WGR: 596/486J 

ここでの i革命Jというのは，十七，十八世紀の

の影響を受けたフランス革命を指す

ヴェーバーの考察対象である「自然法j思想、は，

超越的な権威を備えた政治権力に依って正当化さ

れるのではなく，それ自身の純粋に内在的な性質

から される

ところで，ヴェーパーによれば自然法は形式合

理的な自然法と実業合理的自然法とに分けられて

いる [WGR:598/489J.形式合理的自然法は，十

七，十八世紀の合理主義的啓蒙運動によってはじ

めて成立した自然法であるこの自然法はいたる

ところに「自然」によって意欲された基準を把握

しようとしたルネサンスの自然観念と違って，また，

一定の「生得の権利Jをもっとする国民的な自由

とも違って， I人間はすべて人間として一定の

権利をもっ」という自然法であり，個人主義的な

形態を取る「契約理論Jである [WGR:598/489J 

自然法は，事象の普遍的な諸規則と普

遍的に妥当する諸規範言い換えれば，自然と理

性が相互一致していると見なすことである.人間

の「理性」による認識は「事物の論理 (Logikder 

Dinge) Jと同ーなものと見なされる.法的ないし倫
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理的諸規範は f自然法則 (Naturgesetze)Jと同じ

を持つものであり，法秩序に対

する反抗を許さない.なぜなら，正当的な法を侵

ることは国家の「概念」を廃棄してしまうか

らである [WGR:599/490J 

このような性費をもっ自然法思想、は，一体どの

自然、法思想、であろうか

周知のように， と理性法は共通の諸作

用を持っていた.つまり，

を保護するために，歴史的なものに対する自己の

抗議を法律の形を取った「理性」によって根拠づ

けようとした29) このような倫理的合理主義に

より，啓蒙主義と理性法が結びつけられた

ヴェーパーの言う「革命によって作られた諸秩序

の特殊な正当性形式であるJ自然法，そして「人

間はすべて人間としての一定の権利」を持つとい

う自然法は， まさにこの啓蒙主義と結びつけられ

た「理性法Jという自然法思想である

以上の考察により ヴェーパーの自然法思想、は

近世的自然法忠想、一一イ理性法Jに着目していた

ことが明らかになった. ここで，ヴェーパーの歴

史法学に対する姿勢を振り返ってみたい.彼は歴

史法学が「理性法Jから「概念的-体系的構想J

を継承したからではなく 歴史法学に非合理的

自然法の諾要素が含まれているから批判した

れば，歴史法学が継承した理性法の「概

念的・体系的構想」は肯定していた.つまり，自

然法を形式的自然法と実質的自然法とに峻別す

るヴェーパーは「形式的な性質を持った諸規範を

作り出しうるj自然法，すなわち形式的自然法を

じていた.それゆえ，ヴェーバーが自然法思

を拒否したと端的には言えない.これは彼が

るという説を見直す根拠になり

うる

おわ りに

ヴェーバーは法実証主義の一つである自由法論

を「非合理性jをもっゆえに批判した.そして，

彼は歴史法学が円去の体系的完結性」を求めるか

らではなく， I歴史的」自然法という非合理的な

自然法を温存したから批判したまた，彼は法実

太 }II真

証主義者であるかどうかを判断することにおいて，

も重要な基準である自然法を完全には把否して

いなかった.

上記の検討に基づけば，ヴ、エーバーは形式的自

然法を重んじる同時に， I法の概念的無欠扶牲」

と「法の体系的完結性」を擁護したしかし

ヴェーバーはこの合理的な法思考の帰結について

以下のように述べる

法の超法律的な基礎づけがこのようにして消

滅したということは，次のようなイデオロ

ギー的発展に罵するー現象だ、ったのである

すなわち，具体的な法秩序の個々の命題の権

威に対しては，確かに'1裳疑の念を強めはした

が， しかしまさにこのことによって，その

ときどきに正当的なものとして現れてくる権

威に対しては，この権威の力一一一これはも

はや単に功利的観点から価値づけられるにす

ぎないーーへの事実上の服従を，全体とし

て，極度に促進したごときイデオロギー的発

展である. [WGR: 613/502J 

このイデオロギーは「法の概念的無欠紋'性」ない

し「法の体系的完結性jを追求する概念法学と法

指す それらは個々の法命題に対し

て懐疑の念を抱いていたが まさに懐疑の念を抱

いていたからこそ，不断に法命題の無欠訣性に基

づく法の体系的完結性を求める. しかし

法の体系的完結性を求めれば求めるほど，その

時々に妥当とされる法命題の権威に対する服従を

強めるだけである.ヴェーバーにとって「法のf既

念的無欠鉄性Jないし「法の体系的完結性Jとい

う法思考は閉塞した法思考であった.

ヴェーバーは自然法思想を把否していないこと

から，彼が法実証主義者であるという説は十分見

きである. しかし，そうだとしてもヴェー

パー ないとも言い切れない.な

「法の概念的無欠挟

と「法の体系的完結性jを求めるということ

は，近代法秩序の中で「不可避Jな道であると述

べているからである [WGR:639/534J. だが同

時に彼はこの道を閉塞した道であると認識してい
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た.そこから，ヴェーバーはひたすら形式合理的

な法秩序を称賛したのではなく，むしろ「合理

性」と「非合理性」の緊張関係を注目したと

る.また，彼が近代主義者かそれとも近代批判者

かという位置づけに関しては ヴェーバーは近代

社会に内在する問題点に着目し，その開題点の解

ヴェーバーは自然法思想を肯定していたのか，

それとも自然法思想の対極とされる

なのかという問題設定について，本論文は両方に

対して距離をとっていたと結論づける. ところで，

「人権jのピューリタリズム的起源、に関するイェ

リネックの研究がヴェーパーに大きな影響を与え

たという点からでも，ヴ、エーバーの自然法に対す

る姿勢を論ずるかぎり，人権要素が含まれている

自然法思想に対してヴェーバーが如何なる姿勢を

とったかということについて検討する必要がある

の支配が日々強化される近代社会におい

て，個人の自由を如何に確保すべきかという

についてヴェーパーは繰り返し考えていた.

配の社会学Jの中で取り扱われた官僚制論がその

一つである.官僚制は「ザッハリッヒ

に基づく職業労働Jを通じて， I人のいかんを問

うことなく」持政的な一貫性を追及する. しかし

このような官僚制が究極に発展すること

によって人々の生活がすみずみまで決定しつくさ

れ，機株的装置によって精神の白由が拘束される

この「鉄の櫨」のような近代社会で個人の自由を

如何に確保すべきかという問題は，ヴェーパーの

人権要素の含まれる自然法思想、に対する姿勢を考

察することと関わる.ヴェーパーの官僚制論と人

権問題については今後の課題として検討してゆく
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Ist Max Weber ein Rechtspositivist? 
Webers Haltung für die freirechtliche Doktrin, die geschichtliche Rechtsschule 

und die Naturrechtslehre in "Rechtssoziologie" 

Taishun Luo 

Graduate School of Human and Environmental Studies, 

Kyoto University, Kyoto 606-8501 Japan 

Zusammenfassung: Der Zweck dieses Aufsatzes ist, es festzustellen, ob Max Weber, wie in bisherigen 
Studien behauptet wird, ein Rechtspositivist ist. Zu diesem Zwecke soll Webers Haltung flir 
Rechtspositivismus dadurch untersucht werden, seine Haltung flir die freirechtliche Doktrin, flir die 
geschichtliche Rechtsschule und flir die Natunechtslehre, samt deren Grunde zu betrachten. Erst wird der 
Hintergrund des Annahmes, dass Max Weber ein Rechtspositivist ist, geprüft. Dann werden auf Grund von 
Franz Wieackers Theorie über Rechtspositivismus die oben genannten drei Elemente erörtert. Als Ergebnis 
dieses Aufsatzes ist die Meinung weiter zu überdenken, Max Weher sei ein Rechtspositivist, weil er die 
Natunechtslehre nicht ganz ablehnt. 


